
 

 

（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１）地域の災害リスク 
   

Ⅰ現状 

（１）地域の災害リスク 

（洪水：ハザードマップ） 

長崎市は平坦地が少なく、斜面地にも住宅地が広がっているという地形的な特徴から、 集中豪雨時

の河川の溢水、市街地の冠水、斜面地の崩壊等に際して被害を受けやすい都市構造となっている。昭

和５７年７月２３日に長崎市を襲った集中豪雨（長崎大水害）は、降り始めから２５日までの３日間に５７３

mmもの降雨量をもたらし、尊い命と多くの財産を奪うとともに、経済活動・都市機能などに甚大な被害を

もたらした。 

長崎商工会議所が立地する市街地地域においては、中島川周辺の洪水ハザードマップが示されて

おり、想定最大規模の雨量（２４時間の総雨量１，０８５mm）の場合、中島川から周辺５００m程の範囲に

おいては０．５～３．０mの浸水が予想されている。 

浦上川周辺では、洪水情報マップにより、昭和５７年７月長崎大水害時の約２倍の雨量（２

４時間雨量（1,040mm程度）の場合、淵町・梁川町地区、宝栄町・竹の久保町地区、城山川地

区、油木川地区、岩屋川地区の一部において０．５～５．０mの浸水被害が予想されている。 

 

（高潮災害：長崎県高潮浸水想定区域図） 

長崎県高潮浸水想定区域図によると、西彼杵沿岸の本所管轄区域においても高潮の浸水が想定さ

れている。特に長崎港から浦上川両岸においては、広く市街地への浸水が想定され、最大３.０m以上

～５.０ｍ未満の浸水が想定されている地域も存在している。 

 

（土砂災害：ハザードマップ） 

長崎市のハザードマップによると、市内には土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を合わ

せて東部本庁地区（市内中心部を含む）をはじめとする6,563地区が指定されており、市内全域におい

て広範囲に点在している。指定外の区域でも地震ほか大雨時に被害をおよぼすものと思われる危険区

域があるので、十分な警戒が必要である。 

 

（地震） 

地震ハザードステーションの防災地図によると、長崎市においては震度６弱以上の地震が今後３０

年間で9％以上の確率で発生すると予想されている。 

また、内閣府が今後30年間で80％以上の確率で発生すると予想している南海トラフ地震が発生した

場合、長崎市では最大震度５弱の地震発生が予想されている。 

 

（感染症） 

新型インフルエンザは、およそ１０年から４０年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返してい

る。 

また、新型コロナウイルス感染症のように国民の多くが免疫を有しておらず、全国的かつ急速な蔓延

により、当市においても多くの市民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある。 

 

（その他） 

長崎市は、西に五島灘、北東に大村湾、南東に橘湾の三方を海で囲まれており、西海型気候区に入

り、年平均気温は１７．5℃、年間降水量は1,800mmで温暖多雨な気候となっており、特に沿岸部は

対馬暖流の影響で、冬は暖かく、夏は比較的涼しくなっている。 



 

 

 

（２）商工業者の状況 

長崎市の産業分類別構成比は、全国値と比べて第 2 次産業の占める割合が低く、サービス産業（第

3 次産業）が多いという産業構造になっている。特に、当地域は、サービス産業（第 3 次産業）事業所の

割合が８割超と全国値と比較しても高く、観光関連のホテル・旅館業や交通事業者など地域における中

堅企業を中核として小売業、飲食業、サービス業、土産品関連の食品製造小売業など、裾野が広い産

業が集積している。 

事業者の約６割が長崎市中心市街地活性化基本計画の計画区域内を中心とした長崎市の中央地

区に集中しており、事業者の５割超を小規模事業者が占めている。 

 

・商工業者等数：１８，８４０（H28経済センサス） 

・小規模事業者数：１０，１４３（H28経済センサス） 

 

【内訳】（主な業種を掲載） 

業種 商工業者数 小規模事業者数 備考 

 

 

商工 

業者 

製造業   ８０９   ６６１ 地区内に広く分散している 

建設業 １，３８１ １，２６５ 地区内に広く分散している 

卸売・小売業 ５，２１６ ３，１０２ 特に市内中心部に多い 

宿泊・飲食サービス業 ２，５１４ １，４５９ 特に市内中心部に多い 

医療・福祉 １，９３３    ５８０ 地区内に広く分散している 

サービス業（生活関連） １，７８７ １，４５９ 地区内に広く分散している 

サービス業（その他） １， ２３６    ７３３ 地区内に広く分散している 

 

（３）これまでの取組 

１）長崎市の取組 

・地域防災計画の策定、防災訓練の実施 

・防災備品の備蓄 

 

２）長崎商工会議所の取組 

・事業者ＢＣＰに関する国の施策の周知 

・事業者ＢＣＰ策定セミナーの開催 

・本所保険を取り扱っている損保会社と連携した損害保険への加入促進 

・長崎市が実施する防災（消防）訓練への参加及び協力 
 

Ⅱ 課題 

防災・減災に関する取組について、セミナー等での普及啓発を中心に実施してきたが、取組みの意

義や必要性に関する事業者の認識が十分であるとは言えない 

また、緊急時の取組についても漠然的な記載にとどまり、協力体制の重要性についての具体的な体

制やマニュアルが整備されていない。加えて、平時・緊急時の対応を推進するノウハウをもった人員が

十分にいない。 

更には、保険・共済に対する助言を行える本所経営指導員等の職員が不足している。 

 

Ⅲ 目標 

・地区内小規模事業者に対し災害リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知するとともに、事業者

ＢＣＰ策定のためのセミナーを年１回以上開催する。 

・発災時における連絡体制を円滑に行うため、長崎商工会議所と長崎市との間における被害情報報

告ルートを構築する。 

・発災後速やかな復興支援策が行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時か

ら構築する。 



 

 

 

※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに長崎県へ報告する。 

 

事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１） 事業継続力強化支援事業の実施期間 
令和８年４月１日～ 令和１３年３月３１日 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 
長崎商工会議所、長崎市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

＜１．事前の対策＞ 

1) 小規模事業者に対する災害リスクの周知 

・巡回経営指導時に、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリスク 

及びその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災補償等の損害保険・ 

共済加入等）について説明する。 

・会報や市広報、ホームページ、メールマガジン等において、国の施策の紹介や、リスク対策の 

必要性 、損害保険の概要、事業者ＢＣＰに積極的に取組む小規模事業者の紹介等を行う。 

・小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰ（即時に取組可能な簡易的なもの含む）の策定による実効性 

のある取組の推進や、効果的な訓練等について指導及び助言を行う。 

・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや行政の 

施策の紹介、損害保険の紹介等を実施する。 

 

2)商工会議所自身の事業継続計画の作成 

・長崎商工会議所では、現在事業継続計画を作成中。 

 

3)関係団体等との連携 

・連携している損保会社等に専門家の派遣を依頼し、会員事業者以外も対象とした普及啓発セミ 

ナーや損害保険の紹介等を実施する。 

・関係機関への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催。 

 

4)フォローアップ 

・小規模事業者の事業者ＢＣＰ等取組状況について、巡回および窓口経営指導時に確認を行う。 

・必要に応じて長崎商工会議所、長崎市との間で、状況確認や改善点等について協議する。 

 

5)当該計画に係る訓練の実施 

・自然災害（マグニチュード７以上の地震）が発生したと仮定し、長崎市との連絡ルートの確認等を 

行う（訓練は必要に応じて実施する）。 

 

＜２．発災後の対策＞ 

・自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。そのうえで、下記の 

手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

1)応急対策の実施可否の確認 

発災後６時間以内に職員の安否報告を行う。（ＳＮＳ等を利用した安否確認や業務従事の安否、 

大まかな被害状況（家屋被害や道路状況）等を長崎商工会議所、長崎市で共有する。） 

 

 



 

 

2)応急対策の方針決定 

・長崎商工会議所、長崎市との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

（豪雨における例）職員自身の目視で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤をせず、職員自身 

がまず安全確保をし、警報解除後に出勤する。 

・職員全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 

・大まかな被害状況を確認し、２４時間以内に情報共有する。 

 

（例：被害規模の目安は以下を想定） 

大規模な被害がある ・地区内１０％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割 

れる」等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半 

壊」等、大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしくは、 

交通網が遮断されており、確認ができない。 

被害がある ・地区内１％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れ 

る」等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・ 

半壊」等、大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

本計画により、 長崎商工会議所、長崎市は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～１週間 １日に２回連絡する 

２週間～１ヶ月 １日に１回連絡する 

１ヶ月以降 ２日に１回連絡する 

 

＜３．発災時における指示命令系統・ 連絡体制＞ 

・自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に 

行うことができる仕組みを構築する。 

・二次被害を防止するため、長崎市の指示に従って被災地域での活動を行うことについて事前に 

決める。 

・長崎商工会議所、長崎市は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定 

方法について、あらかじめ確認しておく。 

・長崎商工会議所、長崎市が共有した情報を、長崎県が指定する方法（「長崎県における中小企業 

関係被害状況報告について（通知）」令和元年８月２８日産政第７９号）により、長崎市から長崎県へ 

報告する。 

 

＜連絡体制図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県 九州経済産業局 

長崎市 長崎商工会議所 



 

 

＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

・相談窓口の開設方法について、長崎市と相談する。（長崎商工会議所は、国の依頼を受けた場合 

は、特別相談窓口を設置する。） 

・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

・応急時に有効な被災事業者施策（国、県、市等の施策）について、地区内小規模事業者等へ周知 

する。 

 

＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

・長崎県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣等を 

長崎県等に相談する。 

 

※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに長崎県へ報告する。 

 

（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和８年１月現在） 

（１）実施体制 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

            

            

           

 

    

 

 

 

 

・長崎商工会議所、長崎市は連携して応急対策の方針決定、事業者ＢＣＰ等作成のための 

関係団体との調整、セミナーの開催手法の検討、発災時の指示命令系統の構築、確認等 

を行う。（紺色） 

・長崎市は防災担当課とも連携し、事業継続力強化支援計画の作成に反映させるとともに、 

防災関連情報の情報共有を随時行う。（茶色） 

・長崎商工会議所は、事業者ＢＣＰ等作成の伴走支援、セミナーの実施、事業者のフォロ 

ーアップを行う。（水色） 

・長崎市は長崎商工会議所とともに小規模事業者に対しフォローアップ等を実施。（黄色） 

・発災時は商工業者の被害を確認し、長崎県に報告を行うとともに、県とも連携して復興 

同時災害発災時

に関係する他市

町、他商工団体 

長崎市産業

雇用政策課 

長崎商工会議所 

（法定経営指導員） 

長崎市 

防災危機管理室 

小規模事業者 

長崎県 

経営支援課 



 

 

 支援に取組む。（赤色） 

・発災地域が他市町、他商工団体に及ぶ場合は、それぞれが被害実態の把握などで連携す 

る。 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定す

る経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 
①当該経営指導員の氏名、連絡先 

    長崎商工会議所 商工振興課 植村輝宏 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

    ※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

・本計画の具体的な取組の企画や実行 

・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町連絡先 
①商工会／商工会議所 

    長崎商工会議所 中小企業振興部 

   〒８５０－００３１ 長崎県長崎市桜町４－１ 

    TEL：０９５－８２２－０１１１  ／  FAX：０９５－８２５－１４９０ 

   E-mail:sodan@nagasaki-cci.or.jp 

 

②関係市町 

   長崎市 産業雇用政策課 

   〒８５０－８６８５ 長崎県長崎市魚の町４－１ 

TEL：０９５－８２９－１３１３  ／  FAX：０９５－８２９－１１５１ 

   E-mail:sangyo@city.nagasaki.lg.jp 

 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに長崎県に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tel:０９５－８２２－０１１１
tel:095－829－1150


 

 

 

（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                                          （単位：千円） 

 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 Ｒ１２年度 

必要な資金の額 300 300 300 300 300 

 

【セミナー】 

 

【制度周知（巡回・窓口）】 

 

 

 

300 

 

0 

300 

 

0 

300 

 

0 

300 

 

0 

300 

 

0 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

 

調達方法 

会費（会議所自主財源）、県補助金、参加者負担金（受講料、受験料等） 

 

 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を作成する商工会又は商工会議所及び関係市町以外の者を連携して事業継続力

強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

該当なし 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 


